
選挙管理委員会

第 回衆議院議員総選挙

第 回最高裁判所裁判官国民審査

指指定定病病院院､､指指定定老老人人ホホ－－ムム､､指指定定身身体体

障障害害者者支支援援施施設設及及びび指指定定保保護護施施設設ににおお

けけるる不不在在者者投投票票のの事事務務処処理理要要領領

令和６年 月

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙への記載のし

かた、投票用紙の色等は、次のとおりです。

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙

●候補者１人の氏名を自書します。

●投票用紙の色はあさぎ色、文字は黒色で印刷されています。

２ 衆議院比例代表選出議員選挙

●名簿届出政党等の名称又は略称を１つだけ自書します。

●投票用紙の色はピンク色、文字は黒色で印刷されています。

３ 最高裁判所裁判官国民審査

●投票用紙には裁判官の氏名が印刷されています。

●やめさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上の欄に×

を書きます。

●やめさせたくないと思う裁判官については、何も書く必要はありませ

ん。

●投票用紙の色はうぐいす色、文字は黒色で印刷されています。

※ 投票用紙の請求及び投票済の投票用紙の送付先は、その選挙人の名簿

登録地の市区町村の選挙管理委員会です。

選挙管理委員会
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ⅠⅠ  はは  じじ  めめ  にに  
  

１ 不在者投票の流れ

県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設及び

保護施設等(以下「指定病院等」といいます。)における不在者投票の流れは

次のとおりです。 
さらに詳細な事務の流れを ページに掲載していますのであわせて御覧

ください。 
 
公示日前～選挙期日（投票日）前日

    
① 依  頼 

 

   
② 投票用紙の請求 
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④ 投票用紙交付 
 
 

⑤ 不在者投票 
(公示日翌日～選挙期日前

日まで) 

 
 
 
 

③ 投票用紙の送付 
 
 
 
 

⑥  投票用紙の送付 
 

 
投票用紙の請求（②）及び送付（⑥）は選挙人の名簿登録地の市区町村選挙

管理委員会 政令指定都市の場合は区の選挙管理委員会 に行ってください。 
投票用紙の請求先及び送付先を誤ってしまうと、投票ができない、あるいは

投票が無効になってしまうことがありますので、誤りのないようにお願いしま

す。 
３～４ページに県内市区町村の選挙管理委員会の所在地一覧を掲載しており

ますので、併せて御覧ください。 
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投票後～選挙期日（投票日） 日後
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者(
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等) 

 神 
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会

 

 
 

① 経費の請求 
 
 
 

② 経費の支払 
 
 
 
 
 

 
 
 
不在者投票後は、経費（外部立会人の立会に要する経費を含む）の請求をし

ていただくことになりますが、今回行われる衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査の場合、神奈川県内にある指定病院等の請求先は神奈川県選挙

管理委員会です。

不在者投票をした選挙人が他都道府県の選挙人名簿に登録されている方であ

っても、請求先は神奈川県選挙管理委員会になります。 
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２　市区町村の選挙管理委員会所在地等一覧

郵便番号 所　　　　　在　　　　　地 電 話 番 号

鶴 見 区  横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１

神 奈 川 区  横浜市神奈川区広台太田町３－８

西 区  横浜市西区中央１－５－１０

中 区  横浜市中区日本大通３５

南 区  横浜市南区浦舟町２－３３

港 南 区  横浜市港南区港南４－２－１０

保土ケ谷区  横浜市保土ケ谷区川辺町２－９

旭 区  横浜市旭区鶴ケ峰１－４－１２

磯 子 区  横浜市磯子区磯子３－５－１

金 沢 区  横浜市金沢区泥亀２－９－１

港 北 区  横浜市港北区大豆戸町２６－１

緑 区  横浜市緑区寺山町１１８

青 葉 区  横浜市青葉区市ケ尾町３１－４

都 筑 区  横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１

戸 塚 区  横浜市戸塚区戸塚町１６－１７

栄 区  横浜市栄区桂町３０３－１９

泉 区  横浜市泉区和泉中央北５－１－１

瀬 谷 区  横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０

川 崎 区  川崎市川崎区東田町８

幸 区  川崎市幸区戸手本町１－１１－１

中 原 区  川崎市中原区小杉町３－２４５

高 津 区  川崎市高津区下作延２－８－１

宮 前 区  川崎市宮前区宮前平２－２０－５

多 摩 区  川崎市多摩区登戸１７７５－１

麻 生 区  川崎市麻生区万福寺１－５－１

緑 区  相模原市緑区西橋本５－３－２１

中 央 区  相模原市中央区中央２－１１－１５

南 区  相模原市南区相模大野５－３１－１

 横須賀市日の出町１－５ｳﾞｪﾙｸよこすか２Ｆ

 平塚市浅間町９－１

 鎌倉市御成町１８－１０

市 区 町 村 名

横 浜 市

川 崎 市

相 模 原 市

横 須 賀 市

平 塚 市

鎌 倉 市

－ 3 －
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投票後～選挙期日（投票日） 日後
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① 経費の請求 
 
 
 

② 経費の支払 
 
 
 
 
 

 
 
 
不在者投票後は、経費（外部立会人の立会に要する経費を含む）の請求をし

ていただくことになりますが、今回行われる衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査の場合、神奈川県内にある指定病院等の請求先は神奈川県選挙

管理委員会です。

不在者投票をした選挙人が他都道府県の選挙人名簿に登録されている方であ

っても、請求先は神奈川県選挙管理委員会になります。 
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郵便番号 所　　　　　在　　　　　地 電 話 番 号市 区 町 村 名

 藤沢市朝日町１－１　藤沢市役所分庁舎２Ｆ

 小田原市荻窪３００

 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１

 逗子市逗子５－２－１６

 三浦市三崎５－２４５－７三浦市三崎水産物地方卸売市場３階

 秦野市桜町１－３－２

 厚木市中町３－１７－１７

 大和市下鶴間１－１－１

 伊勢原市田中３４８

 海老名市勝瀬１７５－１

 座間市緑ケ丘１－１－１

 南足柄市関本４４０

 綾瀬市早川５５０

 三浦郡葉山町堀内２１３５

 高座郡寒川町宮山１６５

 中郡大磯町東小磯１８３

 中郡二宮町二宮９６１

 足柄上郡中井町比奈窪５６

 足柄上郡大井町金子１９９５

 足柄上郡松田町松田惣領２０３７

 足柄上郡山北町山北１３０１－４

 足柄上郡開成町延沢７７３

 足柄下郡箱根町湯本２５６

 足柄下郡真鶴町岩２４４－１

 足柄下郡湯河原町中央２－２－１

 愛甲郡愛川町角田２５１－１

 愛甲郡清川村煤ヶ谷２２１６清 川 村

藤 沢 市

小 田 原 市

茅 ヶ 崎 市

逗 子 市

大 和 市

座 間 市

三 浦 市

秦 野 市

厚 木 市

伊 勢 原 市

海 老 名 市

南 足 柄 市

中 井 町

大 井 町

松 田 町

綾 瀬 市

葉 山 町

寒 川 町

大 磯 町

湯 河 原 町

愛 川 町

山 北 町

開 成 町

箱 根 町

真 鶴 町

二 宮 町

－ 4 －
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ⅡⅡ    不不在在者者投投票票制制度度ににつついいてて  
１ 不在者投票制度とは

    選挙人が選挙期日（投票日）の当日、法律で定められた一定の理由に該当すると見込ま

れる場合、選挙期日（投票日）の前でも投票することができるように設けられた制度です。 
不在者投票には、いくつかの種類がありますが、この冊子では、「指定病院等」における

不在者投票について解説します。なお、「不在者投票チェックリスト（指定施設）」（ ～

ページ）も併せて御活用ください。

（注）「指定病院等」には、その関連施設は含まれず、不在者投票はできませんので、御注

意ください。 
 
２ 今回の選挙において、「指定病院等」で不在者投票ができる人とは

    選挙人名簿に登録されている人のうち、次の表のとおりです。 

        所  在 

区  分 
   区域内の「指定病院等」 
   に入院（入所）中 

   区域外の「指定病院等」 
   に入院（入所）中 

 歩行可能な人 
 （外出可能） 

できない。 
（注４） 

できる。 

 病気、負傷等のため  
歩行が困難な人 できる。 できる。 

(注１) 「区域内」とは、選挙人が行く投票所のエリアである投票区の区域内のことです。 
なお、歩行可能（外出可能）な選挙人の名簿登録地と「指定病院等」の所在地が同一

市区町村内にある場合で、投票区の区域が同じであるかどうか不明な時には、「指定病

院等」が所在する市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。 
(注２) 平成 年７月１日以後に公示又は告示される選挙において、成年被後見人の方の選

挙権が回復されました。貴病院、貴施設に成年被後見人の方がいらっしゃる場合には、

回復された選挙権が円滑に行使できるよう、投票用紙の代理請求など不在者投票に係

る手続について遺漏がないようご注意ください。 
(注３) 選挙権年齢は満 歳以上ですが、満 歳かどうかの算定は、不在者投票を行う時

点ではなく、選挙期日（投票日）時点で行うこととされています。なお、年齢につい

ては、生まれた年の翌年の誕生日の前日に満１歳になるとされていますから、選挙期

日（投票日）の翌日が 歳の誕生日である人まで選挙権を有することになります。 
(注４) 原則歩行可能な人で「区域内」の「指定病院等」に入院（入所）中の人は不在者投

票ができませんが、台風などの天災・悪天候により外出困難な場合には、不在者投票

を行うことができます。
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３ 不在者投票管理者とは 
  「指定病院等」に入院（入所）中の選挙人の不在者投票については、その「指定病院等」

の長が不在者投票管理者となります。しかし、「指定病院等」の長が候補者となった場合又

は外国人である場合には、不在者投票管理者となることができません。このような場合や

長に事故があり、又は欠けた場合には、その長の職務を代理すべき人が不在者投票管理者

となります。   
    不在者投票管理者は、不在者投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権を持

っており、不在者投票事務に従事する人を指揮監督し、不在者投票事務全般を管理執行す

ることが役目です。 
    不在者投票管理者の職務の主なものは、次のとおりです。 

選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒（以下「投票用紙等」といいます｡）の請

求依頼があった場合、不在者投票理由（５ページの２参照）に当たるかどうかを認定の

うえ、選挙人に代わって、選挙人の名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会（以下「市

区町村選挙管理委員会」といいます。）に対して、「投票用紙等」を請求すること。

の市区町村選挙管理委員会から交付された「投票用紙等」を選挙人に渡すこと。

不在者投票記載場所の設備（ ページの４参照）をすること。

投票の立会人（１人以上）を選び、投票に立ち会わせること。

投票をさせる際に、選挙人に渡した「投票用紙等」にすでに候補者名等が書き

込まれていないかどうか、又、汚損及び破損はないか等について点検した後、投

票させること。

代理投票の申請の受理及びその諾否を決定すること。

投票の終わった「投票用紙等」を速やかに用紙等の交付を受けた市区町村選挙管理委

員会に直接持っていくか、又は郵便等により送付すること。

※「投票用紙等」を送付する際は、日本郵便（株）又は特定信書便事業者を用いてくだ

さい。郵便等のサービスを御利用になる際は、必ず信書を扱えるサービスかどうかを

御確認ください。なお、選挙期日（投票日）までに必ず到達する必要があるため、土・

日・休日も配送される速達やレターパックプラス等をご活用ください。特に不在者投

票管理者が市区町村選挙管理委員会に「投票用紙等」を送付する場合には、レターパ

ックプラスを活用するなど配達記録の残る送付方法が望ましいです。

 
４ 留意していただくこと

    不在者投票は、一般投票の例外の制度であり、その手続が長期にわたって行われる関係

上、特に厳格な手続が規定されています。 
    特に、「指定病院等」の不在者投票管理者になられる方々は、本来の業務のほかにこの仕

事をしていただくわけですが、選挙が民主主義の基本をなすものであることを十分に御認

識のうえ御協力をお願いします。 
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   具体的な手続についての解説は別の項で詳しく述べますが、特に次の点に留意し、 公正

かつ適切な事務処理をお願いします。 
 不在者投票に関し、業務上の地位を利用して選挙運動をすることはできません。 

事務の管理及び執行に当たっては、自由及び公正を心がけ、投票の秘密保持を期し、

又、選挙人の投票に干渉したり、威圧を加えることのないようにしてください。   
 投票の終わった「投票用紙等」は、速やかに市区町村選挙管理委員会に送付（郵送の
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項目 必要書類 送付先
所在地
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Ｂカード
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「市区町村の選挙管理委

員会所在地等一覧」
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投票用紙等
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・やめさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上の欄に×を書き

ます。

・やめさせたくないと思う裁判官については、何も書く必要はありません。

・投票用紙の色はうぐいす色、文字は黒色で印刷されています。

公示日 令和６年 月 日（火）

選挙期日 令和６年 月 日（日）

投票日
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３ 不在者投票管理者とは 
  「指定病院等」に入院（入所）中の選挙人の不在者投票については、その「指定病院等」
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    不在者投票管理者の職務の主なものは、次のとおりです。 

選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒（以下「投票用紙等」といいます｡）の請

求依頼があった場合、不在者投票理由（５ページの２参照）に当たるかどうかを認定の

うえ、選挙人に代わって、選挙人の名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会（以下「市
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の市区町村選挙管理委員会から交付された「投票用紙等」を選挙人に渡すこと。

不在者投票記載場所の設備（ ページの４参照）をすること。
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※「投票用紙等」を送付する際は、日本郵便（株）又は特定信書便事業者を用いてくだ
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ックプラスを活用するなど配達記録の残る送付方法が望ましいです。
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    不在者投票は、一般投票の例外の制度であり、その手続が長期にわたって行われる関係

上、特に厳格な手続が規定されています。 
    特に、「指定病院等」の不在者投票管理者になられる方々は、本来の業務のほかにこの仕

事をしていただくわけですが、選挙が民主主義の基本をなすものであることを十分に御認

識のうえ御協力をお願いします。 
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ⅢⅢ    事事務務処処理理ににつついいてて  
１ 「投票用紙等」の請求

      （依  頼）      （代    理    請    求）  
選

挙

人 

 
不

在

者

投

票

管

理

者 

（
指
定
病
院
等
） 
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挙 
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の 
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簿 
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録 

地 

の 

市 

区 

町 

村 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 
・依頼書※

  第１号様式 
  白色の用紙 
  ページ参照 
（不在者投票 
管理者が保管） 

・投票用紙等交付請求書※

     第２号様式 
     クリーム色の用紙 
     ページ参照 
 ・不在者投票事務処理票

Ｂカ－ド ※ 
     第２号様式の２ 
     クリーム色のカ－ド 
     ページ参照 

  

※ここで使用する用紙類は、県選挙管理委員会からあらかじめ送付します。また、県選挙

管理委員会ホームページからもダウンロードすることができます。 

「投票用紙等」の請求は、選挙期日（投票日）の前日（ 月 日）まででき、選挙

期日（投票日）の公示の日（ 月 日）前においても行うことができます。 
「指定病院等」の長が選挙人に代わって請求する場合、依頼書（第１号様式、 ペ－

ジ参照）を選挙人から提出させ保管しておいてください。 
 不在者投票管理者は、不在者投票理由（５ペ－ジの２参照）に当たると認定した場合

には、投票用紙等交付請求書（第２号様式、 ペ－ジ参照）及び不在者投票事務処理票

（Ｂカ－ド）（第２号様式の２、 ページ参照）に必要事項を記入のうえ、市区町村選

挙管理委員会に対して直接又は郵便等で請求してください（県内市区町村の選挙管理委

員会の所在地については、３～４ページの一覧表を参照してください。）。 
不在者投票事務処理票（Ｂカ－ド）の「施設の名称」欄の記入は、施設名称のゴム印

を押していただいても結構です。 
      また、選挙人が投票を点字で行う場合には、「施設の名称」欄に併せて「点字」と記入

してください。 
 選挙人から請求の依頼がないときは、いかなる場合でも選挙人に代わって請求するこ

とはできません。 
 「指定病院等」の長に請求を依頼する方法のほかに、選挙人が自ら請求する方法があ

ります。この場合には、請求書（兼宣誓書 （第３号様式、 ページ参照） により市区

町村選挙管理委員会に対して直接又は郵便等で請求することになります（以下、選挙人

が自ら請求した場合の事務処理についての記載は、《    》で表します。）。 
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２ 「投票用紙等」の交付

    ８ページの１の方法で請求しますと、市区町村選挙管理委員会から選挙期日（投票日）

の公示の日の翌日（ 月 日）以後、次の諸用紙が直接交付されるか又は郵便等をもっ

て送付されます。 
     

 ①  投票用紙 
 ②  不在者投票用封筒（外封筒、内封筒） 

 
    この場合、不在者投票管理者は、「投票用紙等」を受け取ったら直ちに、選挙人に渡さな

ければなりません。 
なお、不在者投票をする期日を定める場合（次の３を参照）、その期日まで不在者投票管

理者が「投票用紙等」を保管することは、選挙人における保管が困難と判断され、選挙人

の了解を得て保管するのであれば差し支えありません。  
《選挙人が自ら請求した場合は、これらの諸用紙のほかに不在者投票証明書（証明書用

封筒に封入されています。）が同時に交付されますが、選挙人はこの証明書用封筒を開封で

きません。もし、開封された形跡があるときは、不在者投票管理者は投票を拒否しなけれ

ばなりません。》 

３ 不在者投票ができる期間及び時間

    「指定病院等」において不在者投票ができるのは、選挙期日（投票日）の公示の日の翌

日（ 月 日）から選挙期日（投票日）の前日（ 月 日）までの、毎日午前８時

分から午後５時までです。  
 

なお、この期間内で不在者投票をする期日を定めることは差し支えありませんが、その

特定の日以外に投票したい旨の申出があった場合にこれを拒否することはできません。 
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４ 投票記載場所の設備

    不在者投票管理者は、「指定病院等」の施設内に、投票の秘密を保持するために他人が選

挙人の投票の記載を見ることができず、また投票用紙の交換その他の不正が行われないよ

う、相当な設備をしなければなりません。 
 
  <設 備 例> 筆記用具   記載台  
     

   
   
   
 
囲 

 
い 

        
囲 
 
い 

   
囲 

  
い 

   
 
    また、投票記載場所に候補者の氏名等を記載したポスター等の文書を掲示することはで

きません。 
    なお、重病人等で歩行が著しく困難である場合は、不在者投票管理者の管理下で立会人

の立会いがある限り、ベッドで投票することができます。（この場合は、ベッドのある室内

に候補者の氏名等を記載したポスター等の文書を掲示することはできません。） 
（注）投票記載場所に特定候補者の氏名のメモ等を置いて、その候補者に投票をしむける

ような行為は、投票干渉罪として１年以下の禁錮又は 万円以下の罰金に処せられます。 

５ 立 会 人

 立会人について

    不在者投票管理者は、不在者投票が行われる場合においては、選挙権を有する人を立ち

会わせなければなりません。立会人不在で行われた投票は無効となりますので最低１人の

立会人の立会いがなければなりません。また、立会人は、不在者投票管理者（不在者投票

管理者の補助執行者を含む）、代理投票（又は代理投票の仮投票）における補助者とは兼ね

ることはできません。 
    なお、立会人は選挙権を有すれば足り、選挙人名簿に登録されていることは必要ではあ

りません。 
また、不在者投票管理者は、市区町村の選挙管理委員会が選定した者（以下「外外部部立立会会

人人」といいます。）を立ち会わせることその他の方法により不在者投票の公正な実施を確保

する努力義務が課せられています。施設の実情に応じ外部立会人制度の積極的な活用に御

配慮ください。 
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外部立会人の選定方法

外部立会人を立ち会わせる場合、概ね次の手順によることになります。 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 当該「指定病院等」が所在する市区町村の選挙管理委員会（以下「所在地選挙管理

委員会」といいます。）に対し希望する日時を連絡する。 
② 所在地選挙管理委員会から選定結果の通知を受ける。 
③ 外部立会人に対して立会人選任書を送付する。 
④ 外部立会人から立会人承諾書の送付を受ける。 
⑤ 定められた日時に不在者投票を実施、外部立会人が立ち会う。 
⑥ 外部立会人（市区町村等の職員を除く）に報酬等を支払い、外部立会人は領収書を

交付する。 
⑦ 立会いに要する経費を当該「指定病院等」が所在する都道府県の選挙管理委員会に

請求する。 
 

外部立会人の選定に関する留意点

ア 選定の依頼について 
外部立会人の選定を依頼する場合は、速やかに、所在地選挙管理委員会（政令指定都

市にあっては区選挙管理委員会）に電話等で御連絡ください。 
急な選定依頼を受けましても所在地選挙管理委員会が対応できない可能性があります

ので、選定依頼をする場合は、選定手続に必要な期間を考慮して所在地選挙管理委員会

あて御連絡ください。 
また、所在地選挙管理委員会から「指定病院等」あてに選定依頼の有無等を確認する

ため連絡が入る場合があります。 
いずれの場合も、不在者投票の実施日時の候補をいくつか決めておいてくださいます

よう御協力をお願いします。 
 

①  

 
 

「指定病院等」の不在者投票管理者 

外
部
立
会
人 

（当該「指定病院等」が所在する） 

市区町村の選挙管理委員会 
 

② 
 

③ 

④ 

⑤ 
 

⑦ 

⑥ 

（当該「指定病院等」が所在する） 

都道府県の選挙管理委員会 
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イ 外部立会人候補者について 

外部立会人の候補者の多くは、選挙管理委員会の職員ではありません。具体的には所

在地選挙管理委員会によって異なりますが、明るい選挙推進協議会の委員や民生委員そ

の他の方によって構成されています。 
外部立会人には、選挙が自由かつ公正に行われるように不在者投票の手続に立ち会っ

ていただきますが、不在者投票に関する手続の全てについて最終的な決定権を持つのは

不在者投票管理者であることに御留意ください。 

外部立会人に関する参考様式

事 務 内 容 使用する様式 記入者、送付先等 参照ページ

外部立会人の選定を依頼

する。

外部立会人の選定

について（依頼）

（参考様式１）

不在者投票管理者が記載し

所在地選挙管理委員会に送

付。

ページ

所在地選挙管理委員会か

らの選定結果を受け、外

部立会人に選任書を送付

する。

立会人選任書

（参考様式２）

不在者投票管理者が記載し

選定された外部立会人に送

付。

ページ

立会人となることを承諾

する。

立会人承諾書

（参考様式３）

外部立会人が記載し不在者

投票管理者へ送付。

ページ

立会終了後、外部立会人

（市区町村等の職員を除

く）に不在者投票管理者が

その経費（謝金及び旅費）

を支払った場合、領収書を

交付する。

立会人承諾書

（参考様式３）

承諾書の領収書欄に外部立

会人が記載し不在者管理者

へ交付。

※外部立会人経費支給を請

求する場合（上限有）に

必要となります。

ページ

※外部立会人に関する経費の請求方法等についての詳細は、 ページ以降をご覧ください。 
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６ 不在者投票の方法 
 

    
 

選 挙 人   
不在者投票管理者   

立会人   市区町村 
選挙管理委員会 

 

 投票用紙

不在者投票用封筒

（外封筒・内封筒） 
《不在者投票証明書》 

 
 
○ 

 
       

○ 点 検 
《不在者投票証明書開封》 

 
 
 

○ 署 名

ゴム印不可  

政令指定都市の 
場合は区の選挙 
管理委員会 

 投票記載

 不在者投票用内封筒

に封入後、さらに外

封筒に封入し、外封

筒の表面に署名 
（点字投票の場合の

外封筒への署名は、

内封筒を外封筒に入

れる前に点字で打

つ。） 

 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 

外封筒裏面に

記入

①投票年月日 
②投票場所 
③不在者投票

管理者の職

名及び氏名 
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      送 致

（郵便（速達や

レターパックプ

ラス）等により

送付）

       ○ 

 
送致用封筒に《不在

者投票証明書をあわ

せて》封入、表面に

「投票在中」と朱書

きで明記し、裏面に

不在者投票管理者の

記名・押印 

 

   (注)    《 》の記載は、選挙人が自ら市区町村選挙管理委員会に対し「投票用紙等」を
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《選挙人が自ら「投票用紙等」を請求した場合については、不在者投票証明書によ

って確認してください｡》 
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        不在者投票管理者は、「投票用紙等」について、正規のものかどうか、汚損及び破損

があったり、又はすでに候補者の氏名等が書かれていないかどうかを点検してくださ

い。 
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付。
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（参考様式３）
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投票管理者へ送付。
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立会終了後、外部立会人

（市区町村等の職員を除

く）に不在者投票管理者が

その経費（謝金及び旅費）

を支払った場合、領収書を

交付する。

立会人承諾書

（参考様式３）

承諾書の領収書欄に外部立

会人が記載し不在者管理者

へ交付。

※外部立会人経費支給を請

求する場合（上限有）に

必要となります。

ページ

※外部立会人に関する経費の請求方法等についての詳細は、 ページ以降をご覧ください。 
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《選挙人が自ら「投票用紙等」を請求した場合については、「投票用紙等」のほかに

不在者投票証明書が封入された封筒を提示させますが、それがすでに開封されていな

いかどうかも併せて点検してください。開封された形跡があるときは、投票を拒否し

なければなりません。》 
 

ウ  投    票 
不在者投票管理者が管理する投票記載場所において、①選挙人自ら投票用紙に次

のａ、 及び の要領で記載させます。

ａ 衆議院小選挙区選出議員選挙

候補者１人の氏名

ｂ 衆議院比例代表選出議員選挙

名簿届出政党等の名称又は略称を１つ

ｃ 最高裁判所裁判官国民審査

７ページ５ １ イ参照

記載させた投票用紙を②不在者投票用内封筒
．．．

に入れて封をさせ、③さらにこの内

封筒を不在者投票用外封筒
．．．

に入れて封をさせ、④外封筒の表面に必ず署名させて提

出させてください。点字投票があったときは、不在者投票用外封筒の表面の署名は、

内封筒を外封筒に入れる前に外封筒に点字で打たせてください。

なお、不在者投票用外封筒の表面の署名は、次の代理投票の場合を除くほか、

選挙人に必ず自書させてください。不在者投票管理者があらかじめゴム印で選挙人

名を押したりしないようにしてください。また、署名の下に押印したり、不在者投

票用封筒を印をもって封かんする必要はありません。 
     
    エ  代理投票 
        選挙人が心身の故障その他の事情により、候補者１人の氏名（衆議院比例代表選出

議員選挙にあっては、名簿届出政党等の名称又は略称を１つ。最高裁判所裁判官国民

審査の投票方法については、７ページの５ １ イ参照。以下「候補者の氏名等」とい

います。）を自書できないときは、その申請に基づいて代理投票をさせることができま

す。

      この場合の申請は、口頭でも結構です。代理投票をさせるときは、不在者投票      
管理者は次の手順により行わせることになります。 
① 立会人の意見を聴いて、投票を記載する場所において、投票事務に従事する者 

のうちから補助者２人を定めてください。 
            なお、不在者投票管理者及び立会人は、補助者を兼ねることはできず、また、

選挙人の家族や付添人等は、補助者になることはできません。 
        ②  定めた２人の補助者のうち、１人を立ち会わせたうえで、他の補助者１人に投
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票記載場所で、選挙人の指示する「候補者の氏名等」を記載させてください。 
③ 補助者に、記載した「候補者の氏名等」を選挙人に示させたうえ、これを不在

者投票用内封筒に入れて封をさせ、さらにこの内封筒を不在者投票用外封筒に入

れて封をさせてください。 
④  補助者に、不在者投票用外封筒の表面に選挙人の氏名を記載させ、直ちに提出

させてください（補助者の氏名は書かないでください。）。    
 

  不在者投票の送致 
      不在者投票管理者は、選挙人から投票用紙の入った不在者投票用外封筒を受け取った

場合には、不在者投票用外封筒の裏面に、①投票した年月日及び場所を記載し、②不在

者投票管理者の職名及び氏名を記入したうえ、③投票に立ち会った立会人に署名させて

ください（記載例は ページ)。 
      なお、投票に立ち会った立会人の署名に代えて、ゴム印を使用している事例がみられ

ますが、立会人の氏名は必ず署名させてください。 
      そして、不在者投票管理者はこの不在者投票用外封筒を《選挙人が自ら請求した場合

には、不在者投票証明書とともに》他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票

在中」と朱書きで明記し、その裏面に不在者投票管理者名を記名して印を押し、直ちに

市区町村選挙管理委員会に直接持っていくか、又は郵便（速達やレターパックプラス）

等により送付してください。 
なお、投票が終わりましたら速やかに送付してください。不在者投票は不在者投票管

理者から市区町村選挙管理委員会の委員長を経て、所属投票区又は指定投票区の投票管

理者に送致されますが、選挙期日（投票日）の投票所を閉じる時刻（原則として午後８

時）までに送致されないときは、その不在者投票は事実上投票しなかったものとして扱

われますので、時間的な余裕を持って御対応ください。

自書が必要な用紙類等

用紙類等 自書を要する部分 自書をする人 

 依頼書 
第 号様式・ 参照

「選挙人住所」欄、「選挙人氏名」

欄及び「生年月日」欄 
 選挙人(代理人が記載す

る場合を除く) 
≪請求書(兼宣誓書)≫ 
第 号様式・ 参照

 事務処理欄を除く、記載が必要な

部分 
 選挙人

 投票用紙 「候補者の氏名等」欄 選挙人(代理投票を除く) 

 不在者投票用外封筒 
 封筒の表

おもて

面の「投票者氏名」欄 選挙人(代理投票を除く) 

 封筒の裏
うら

面の「立会人(署名)」欄  立会人
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名を押したりしないようにしてください。また、署名の下に押印したり、不在者投

票用封筒を印をもって封かんする必要はありません。 
     
    エ  代理投票 
        選挙人が心身の故障その他の事情により、候補者１人の氏名（衆議院比例代表選出

議員選挙にあっては、名簿届出政党等の名称又は略称を１つ。最高裁判所裁判官国民

審査の投票方法については、７ページの５ １ イ参照。以下「候補者の氏名等」とい

います。）を自書できないときは、その申請に基づいて代理投票をさせることができま

す。

      この場合の申請は、口頭でも結構です。代理投票をさせるときは、不在者投票      
管理者は次の手順により行わせることになります。 
① 立会人の意見を聴いて、投票を記載する場所において、投票事務に従事する者 
のうちから補助者２人を定めてください。 

            なお、不在者投票管理者及び立会人は、補助者を兼ねることはできず、また、

選挙人の家族や付添人等は、補助者になることはできません。 
        ②  定めた２人の補助者のうち、１人を立ち会わせたうえで、他の補助者１人に投
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（注） 不在者投票ができる期間中に選挙人が投票せずに退院した場合等、投票用紙等を使

用しなかったときは、破棄せずに、経緯を詳細に書いて、直ちに必ず送付元の市区町

村選挙管理委員会に返送してください。

なお、投票用紙及び投票用封筒を市区町村選挙管理委員会に返送すると、当該選挙

人は、投票日当日に投票所まで行けば投票することができます。返送されないと投票

所へ行っても投票することができません。

また、不在者投票ができる期間が終了したために投票用紙等を使用しなかったとき

も、破棄せずに、必ず送付元の市区町村選挙管理委員会に返送してください。

- 
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〔不在者投票用外封筒の記載例〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 衆議院比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の外封

筒も上記記載例と同様です。 
 
 

 

（裏面） （表面） 

第 回

衆議院小選挙区選出議員選挙

不 在  者 投  票  
（外封筒）

（外封筒）  

投
票
の
秘
密
を
守
る
た
め
に 

二
重
封
筒
に
な
っ
て
い
ま
す

。 

投
票
者
氏
名 

 
 

注
意

投
票
者
欄
の
氏
名
は
必
ず
自
分
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

 

第  投票区    
名簿番号   
整理番号   

 

不
在
者
投
票
管
理
者
が
記
載
す
る
（
ゴ
ム
印
で
も
よ
い
。
）
。 

立
会
人
が
必
ず
署
名名
す
る
（
ゴ
ム
印
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
）
。 

選
管
が
記
入
す
る
。 

投
票
者
が
署
名名
す
る
（
ゴ
ム
印
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
）
。 

投
票
年
月
日

令
和

○

年

○

月

○

日 

 

投
票
場
所

  

不
在
者
投
票
管
理
者 

（
職
名
及
び
氏
名
） 

立

会

人
（
署
名
） 

小
選
挙
区 横

浜
市
中
区
日
本
大
通
一 

か
も
め
病
院
事
務
室 院

長 

神
奈
川 

太
郎 

選
挙 

太
郎 

選
挙 

花
子 

□
在
外
選
挙
人
の
投
票
に
使
用 

（
在
外
選
挙
人
氏
名

） 

） 
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（注） 不在者投票ができる期間中に選挙人が投票せずに退院した場合等、投票用紙等を使

用しなかったときは、破棄せずに、経緯を詳細に書いて、直ちに必ず送付元の市区町

村選挙管理委員会に返送してください。

なお、投票用紙及び投票用封筒を市区町村選挙管理委員会に返送すると、当該選挙

人は、投票日当日に投票所まで行けば投票することができます。返送されないと投票

所へ行っても投票することができません。

また、不在者投票ができる期間が終了したために投票用紙等を使用しなかったとき

も、破棄せずに、必ず送付元の市区町村選挙管理委員会に返送してください。

- 
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７ 不在者投票経費の請求

不在者投票事務経費

「指定病院等」の長（＝不在者投票管理者）は、所定の手続が終了した後で、不在者

投票経費（不在者投票をした選挙人１人につき 円）の経費請求書（第４号様式、

ページ参照）に、

① 振込先の通帳の表紙を１ページめくった中表紙（金融機関名、支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人（カタカナ）の写し（振込先がネットバンキングで通帳がな

い場合は、キャッシュカードの写しやログイン画面のコピーでも可）

及び、

② 不在者投票者氏名等一覧（第５号様式、 ページ参照）

③ 市区町村選挙管理委員会の「投票用紙等」の数量が記載してある送付状又は受領

書のコピー

④ 市区町村選挙管理委員会から送付された不在者投票のできる選挙人の一覧表

（「指定病院等」で不在者投票事務処理票（Ｂカ－ド）（第２号様式の２、 ページ

参照）の住所・氏名欄をコピ－したものでも可）

の②～④いずれか１つを添えて選挙期日（投票日）後 日（令和６年 月 日）まで

に必着するように郵便番号 、横浜市中区日本大通１、神奈川県選挙管理委員会

に提出してください。

なお、③を添付した場合で不在者投票をした者の数が市区町村選挙管理委員会からの

「投票用紙等」の送付数より少ないときは、朱で訂正してください。また、④を添付し

た場合は、不在者投票を行わなかった選挙人は２本線で抹消してください。

外部立会人経費

ア 外部立会人を立ち会わせ、その経費（当該外部立会人への謝金及び旅費）を支払っ

た場合、実際に支払った額又は 円（旅費を含む）のうち少ない金額を上限と

して県から経費が支給されます。

ただし、上限金額は 時間分であり、これに満たない場合は、次ページの「報酬

額早見表」のとおり従事時間に応じた報酬額とします。

なお、「指定病院等」が独自に立会人を選定した場合又は市区町村等の職員を選定

した場合は、県からの経費支給の対象とはなりません。 
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【報酬額早見表】

１回当たりの従事時間 報酬額

１時間（１時間以内） １，２８２円

２時間（１時間を超え、２時間以内の場合） ２，５６５円

３時間（２時間を超え、３時間以内の場合） ３，８４７円

４時間（３時間を超え、４時間以内の場合） ５，１２９円

５時間（４時間を超え、５時間以内の場合） ６，４１２円

６時間（５時間を超え、６時間以内の場合） ７，６９４円

７時間（６時間を超え、７時間以内の場合） ８，９７６円

１日相当（７時間を超える場合） １０，９００円

※１回当たりの従事時間が７時間以下の場合で、１時間未満の端数がある場合は、

その端数は切り上げる。

イ 外部立会人に係る経費を請求する場合は、経費請求書（第４号様式、 ページ）中

の「１ 不在者投票事務経費」に加え、「２ 外部立会人経費」に係る必要事項を記

載し、次の書類を両方添付のうえ、選挙期日（投票日）後 日（令和６年 月

日）までに必着するように郵便番号 、横浜市中区日本大通１、神奈川県選挙

管理委員会に提出してください。 

① 所在地選挙管理委員会の発行した立会人に係る選定通知の写し 

② 外部立会人から受領した謝金（報酬金）の領収書の写し 

 
８ 特殊な投票の手続

不在者投票の事務処理については、いままで述べてきたことのほかに次のような特

殊な投票の手続があります。これらのことの詳細や不明な点については、県又は市区

町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

選挙人が船員の場合の手続

選挙人が船員である場合は、「投票用紙等」の請求をする際、船員の選挙人名簿登録

証明書をあわせて提示しなければなりません。

郵便等による不在者投票制度

一定の条件にあてはまる方は、郵便等による不在者投票が認められています。これは、

選挙人本人が自ら郵便等により「投票用紙等」の交付を市区町村選挙管理委員会に請求

し、現在する場所で投票を記載した後、選挙人が市区町村選挙管理委員会に対して郵便

 

７ 不在者投票経費の請求

不在者投票事務経費

「指定病院等」の長（＝不在者投票管理者）は、所定の手続が終了した後で、不在者

投票経費（不在者投票をした選挙人１人につき 円）の経費請求書（第４号様式、

ページ参照）に、

① 振込先の通帳の表紙を１ページめくった中表紙（金融機関名、支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人（カタカナ）の写し（振込先がネットバンキングで通帳がな

い場合は、キャッシュカードの写しやログイン画面のコピーでも可）

及び、

② 不在者投票者氏名等一覧（第５号様式、 ページ参照）

③ 市区町村選挙管理委員会の「投票用紙等」の数量が記載してある送付状又は受領

書のコピー

④ 市区町村選挙管理委員会から送付された不在者投票のできる選挙人の一覧表

（「指定病院等」で不在者投票事務処理票（Ｂカ－ド）（第２号様式の２、 ページ

参照）の住所・氏名欄をコピ－したものでも可）

の②～④いずれか１つを添えて選挙期日（投票日）後 日（令和６年 月 日）まで

に必着するように郵便番号 、横浜市中区日本大通１、神奈川県選挙管理委員会

に提出してください。

なお、③を添付した場合で不在者投票をした者の数が市区町村選挙管理委員会からの

「投票用紙等」の送付数より少ないときは、朱で訂正してください。また、④を添付し

た場合は、不在者投票を行わなかった選挙人は２本線で抹消してください。

外部立会人経費

ア 外部立会人を立ち会わせ、その経費（当該外部立会人への謝金及び旅費）を支払っ

た場合、実際に支払った額又は 円（旅費を含む）のうち少ない金額を上限と

して県から経費が支給されます。

ただし、上限金額は 時間分であり、これに満たない場合は、次ページの「報酬

額早見表」のとおり従事時間に応じた報酬額とします。

なお、「指定病院等」が独自に立会人を選定した場合又は市区町村等の職員を選定

した場合は、県からの経費支給の対象とはなりません。 
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等により送付する制度です。（※）

※ 自ら記載することができない一定の選挙人については、あらかじめ市区町村選挙

管理委員会に届け出た者をして記載させることができます。

郵便等による不在者投票制度の対象となるのは、身体障害者福祉法に規定する身体障

害者手帳、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者手帳又は介護保険法に規定する被保

険者証の交付を受けている選挙人のうち、障害の程度が一定の程度に該当し、あらかじ

め市区町村選挙管理委員会から、郵便等投票証明書の交付を受けている人のみです。

この場合、「指定病院等」で投票を記載することもありますが、「指定病院等」の長が

不在者投票管理者となって行う不在者投票ではありませんので、御注意願います。

なお、郵便等による不在者投票を行うことができる人が、郵便等によらず、一般の「指

定病院等」での不在者投票を行う場合は「指定病院等」の長が当然に不在者投票管理者

となります。

代理投票の仮投票

代理投票の場合に、代理投票の理由がないと不在者投票管理者が認めたときは、

立会人の意見を聴いて拒否することができますが、代理投票を拒否された選挙人が拒

否の決定に不服があるとき又は代理投票をさせることについて立会人に異議があると

きは、代理投票の仮投票をさせることができます。

代理投票の仮投票をさせる具体的な手続は、代理投票の補助者２人のうち、投票用

紙に「候補者の氏名等」を記載した補助者に、その補助者の氏名を不在者投票用封筒

（外封筒）の表面左下段に「代理記載人何某」と記載させて投票させることになりま

す。
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９ 使用する様式等

事 務 内 容 使用する様式 記入者、送付先等 参照ページ

選挙人に「投票用紙等」

の代理請求を依頼された

場合

依頼書

（第１号様式）

選挙人が記載して不在者投

票管理者に提出。

不在者投票管理者が保管。

ページ

不在者投票管理者が「投

票用紙等」を市区町村選

挙管理委員会に代理請

求する場合

投票用紙等交付

請求書

（第２号様式）

不在者投票管理者が記載。

下記の不在者投票事務処理

票（Ｂカ－ド）を添付して､

選挙人の名簿登録地の市区

町村選挙管理委員会に送付。

ページ

不在者投票事務処

理票

（Ｂカ－ド）

（第２号様式の２）

不在者投票管理者が記載。

上記の投票用紙等交付請求

書に添付。

ページ

ページ

（記載例）

選挙人が自ら「投票用紙

等」を市区町村選挙管理

委員会に請求したいと

申し出た場合

請求書 兼宣誓書）

（第３号様式）

選挙人が記載して、選挙人

の名簿登録地の市区町村選

挙管理委員会に送付。

ページ

不在者投票終了後、不在者

投票事務経費を請求する

場合及び所在地選挙管理

委員会が選定した外部立

会人（市区町村等の職員

を除く）を立ち会わせ、

実際に支払った金額を請

求する場合

経費請求書

（第４号様式）

不在者投票管理者が記載。

必要書類を添付して、令和

６年 月 日までに必着

するよう県選挙管理委員会

に送付。

ページ

不在者投票者

氏名等一覧 注１

（第５号様式）

不在者投票管理者が記載。

上記の経費請求書に添付。

ページ

（注）

１ 不在者投票者氏名等一覧（第５号様式）に代えて、

市区町村選挙管理委員会の「投票用紙等」の数量が記載してある送付状又は受領書のコピー

市区町村選挙管理委員会から送付された不在者投票のできる選挙人の一覧表（「指定病院等」

で不在者投票事務処理票（Ｂカ－ド）（第２号様式の２）の住所・氏名欄をコピーしたものでも

可）

のいずれかでも結構です（詳細は ページ参照）。

２ 外部立会人を立ち会わせ、実際に支払った金額を請求する場合は、経費請求書（第４号様式）

に加えて、

所在地選挙管理委員会の発行した立会人に係る選定通知の写し

外部立会人から受領した謝金（報酬金）の領収書の写し（参考様式３、 ページ）

の両方が必要です（詳細は ページ参照）。

３ 上記の諸用紙が不足した場合の請求先は、県選挙管理委員会です。請求書（兼宣誓書）（第３号

様式）については、「指定病院等」には送付されませんので、当該様式のページをコピーして利用

してください。

また、神奈川県選挙管理委員会のホームページからも、用紙をダウンロードすることができま

すので、御利用ください。

（ホームページアドレス ）

 

等により送付する制度です。（※）

※ 自ら記載することができない一定の選挙人については、あらかじめ市区町村選挙

管理委員会に届け出た者をして記載させることができます。

郵便等による不在者投票制度の対象となるのは、身体障害者福祉法に規定する身体障

害者手帳、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者手帳又は介護保険法に規定する被保

険者証の交付を受けている選挙人のうち、障害の程度が一定の程度に該当し、あらかじ

め市区町村選挙管理委員会から、郵便等投票証明書の交付を受けている人のみです。

この場合、「指定病院等」で投票を記載することもありますが、「指定病院等」の長が

不在者投票管理者となって行う不在者投票ではありませんので、御注意願います。

なお、郵便等による不在者投票を行うことができる人が、郵便等によらず、一般の「指

定病院等」での不在者投票を行う場合は「指定病院等」の長が当然に不在者投票管理者

となります。

代理投票の仮投票

代理投票の場合に、代理投票の理由がないと不在者投票管理者が認めたときは、

立会人の意見を聴いて拒否することができますが、代理投票を拒否された選挙人が拒

否の決定に不服があるとき又は代理投票をさせることについて立会人に異議があると

きは、代理投票の仮投票をさせることができます。

代理投票の仮投票をさせる具体的な手続は、代理投票の補助者２人のうち、投票用

紙に「候補者の氏名等」を記載した補助者に、その補助者の氏名を不在者投票用封筒

（外封筒）の表面左下段に「代理記載人何某」と記載させて投票させることになりま

す。
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〔第１号様式〕（白色の用紙、本文８ページ） 
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依依 頼頼 書書

私は、第 回衆議院議員総選挙・第 回最高裁判所裁判官国民審査の

投票を（当病院、当老人ホーム、当施設）で行いたいので投票用紙及び不

在者投票用封筒の交付を請求してくださるよう依頼します。

令和６年 月 日

指定病院等の不在者投票管理者

殿

選挙人住所

フ リ ガ ナ

選挙人氏名

（※代理人氏名 ）

生年月日 年 月 日生

病棟等

階

◎注意１ 代理人氏名の欄は、代理人がこの用紙に記載をした場合に、その方の名前

を記入してください。

◎注意２ この用紙はコピーして使用できます。

明治 
大正 
昭和 
平成 

 
 
 

（選挙人が自書）

選選挙挙人人記記入入  
→→指指定定病病院院等等保保管管  
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〔第２号様式〕（クリーム色の用紙、本文８ページ） 
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投票用紙等交付請求書

別記の選挙人 人は、第 回衆議院議員総選挙・第 回最

高裁判所裁判官国民審査の当日、（当病院に入院加療中、当老人ホー

ムに入所中、当施設に入所中）のため（当病院、当老人ホーム、当施

設）において投票する見込みであり、公職選挙法施行令第 条第４

項（第 条第２項において準用する第 条第４項）の規定による

依頼があったので、別記の選挙人に代わって投票用紙（船員の不在者

投票用紙）及び不在者投票用封筒の交付を請求します。

令和６年 月 日

別記の選挙人の名簿登録地ごと

選挙管理委員会委員長 殿

施設の所在地

（〒 － ）

（電話番号 － － ）

施設の名称

不在者投票
管理者の
職・氏名

（病院長、老人ホームの長若しくは施設の長又はこれらの代理人の氏名を記入してください）

職

名

氏

名

事務担当者氏名

◎注意１ 選挙人の住所・氏名等は、不在者投票事務処理票（Ｂカード）に記載し、名

簿登録地が同一の選挙管理委員会ごとにとりまとめ、各選管にこの請求をして

ください。

◎注意２ 不在者投票事務処理票（Ｂカード）の「施設の名称」欄には、当該選挙人が

投票する場所として、当該病院、老人ホーム等の名称を記入してください。ま

た、選挙人が視覚障害者であるため点字投票をする場合には、「点字」と併せ

て記入してください。

◎注意３ この用紙はコピーして使用できます。

◎注意４ この用紙で投票用紙等を請求する際は、不在者投票事務処理票（Ｂカー

ド）を使用し、不在者投票者氏名等一覧は使用しないでください。

指定病院等→名簿地市区町村選管

（ カード人数分添付）

〔第１号様式〕（白色の用紙、本文８ページ） 
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依依 頼頼 書書

私は、第 回衆議院議員総選挙・第 回最高裁判所裁判官国民審査の

投票を（当病院、当老人ホーム、当施設）で行いたいので投票用紙及び不

在者投票用封筒の交付を請求してくださるよう依頼します。

令和６年 月 日

指定病院等の不在者投票管理者

殿

選挙人住所

フ リ ガ ナ

選挙人氏名

（※代理人氏名 ）

生年月日 年 月 日生

病棟等

階

◎注意１ 代理人氏名の欄は、代理人がこの用紙に記載をした場合に、その方の名前

を記入してください。

◎注意２ この用紙はコピーして使用できます。

明治 
大正 
昭和 
平成 

 
 
 

（選挙人が自書）

選選挙挙人人記記入入  
→→指指定定病病院院等等保保管管  
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〔第２号様式の２〕 （クリーム色のカード、本文８ページ）

－ －

不不在在者者投投票票事事務務処処理理票票

（Ｂカード）
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－ －

不不在在者者投投票票事事務務処処理理票票【【記記載載例例】】

（Ｂカード）

〔第２号様式の２〕 （クリーム色のカード、本文８ページ）

－ －

不不在在者者投投票票事事務務処処理理票票

（Ｂカード）
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〔第３号様式〕（白色の用紙、本文８ページ）

請 求 書 （兼宣誓書）

私は、第 回衆議院議員総選挙・第 回最高裁判所裁判官国民審

査の当日、次のいずれかの不在者投票の理由に該当する見込みです。

なお、併せて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

〔理 由〕

・ 仕事、学業、その他の用務に従事

・ 用事、レジャー等のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在

・ 病気、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難

・ 住所移転のため、他の市区町村に居住

・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

上記は、真実であることを誓います。

令和６年 月 日

選挙管理委員会委員長 殿

現 住 所

及 び

電 話 番 号

（〒 － ）

（電話番号 － － ）

選 挙 人 名 簿

に 記 載 さ れ

て い る 住 所

フ リ ガ ナ

選 挙 人 氏 名

生 年 月 日

明 治

大 正

昭 和

平 成

年 月 日

投 票 用 紙 等

の 送 付 先

（上記の現住所と同じ場合については、記入不要です。）

（〒 － ）

不在者投票に

出向く予定の

市 区 町 村

（市・区・町・村名（施設で投票する場合は施設名）を記入してください。）

－事務処理欄－ ※こちらには記入しないでください。

投 票 区 名簿の表示

不在者投票事務処理票

（Ｂカード）への記載

選挙人記入

→名簿地市区町村選管
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令和 　　年　　月　　日
（請求先）　

神 奈 川 県 知 事

（内訳）

１　不在者投票事務経費（投票した選挙人１人につき1,073円） 計

（選挙人　　　　　人分）

２　外部立会人経費 計
※市区町村選挙管理委員会の選定した立会人（外部立会人）を立ち会わせた場合のみ記入してください。

外部立会人氏名：　　　　　　　　　　　　　　　 立会日：令和 年 月 日

立会時に投票した選挙人数：　　　　　　　　　　　　　　　立会時間　　：　　～　　：

【添付書類】・次の①・②ともに必要

請　　求　　者

請 求 金 額 振 込 先 

　　　　 　　　　　 　　　 　　　　 ◎

◎

経　費　請　求　書
県内指定病院等
→神奈川県

一金　　 　　　　円也(=ア＋イ)

　　第5 回衆議院議員総選挙・第 回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票に関する経費
　を上記のとおり請求します。
　　ただし、請求者と口座名義人が異なる場合は、下記口座名義人に受領行為を委任します。

円(ア)

※実際に投票した人数を記載してください。
　衆議院小選挙区・衆議院比例代表・国民審査の３つに投票した場合も１人分と数えます。

【添付書類】①は必須、②から④はいずれか一つ

　①　振込先の通帳の表紙を１ページめくった中表紙（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名
　　義人（カタカナ）の写し（振込先がネットバンキングで通帳がない場合は、キャッシュカードの写しや
　　ログイン画面のコピーでも可）

　②　不在者投票者氏名等一覧

　③　市区町村選挙管理委員会の「投票用紙等」の数量が記載してある送付状又は受領書のコピー
      （不在者投票者数が送付状記載の｢投票用紙等｣の数量より少ないときは朱で訂正してください。）

円(イ)

　④　市区町村選挙管理委員会から送付された不在者投票のできる選挙人の一覧表
      （不在者投票を行わなかった選挙人は２本線で抹消してください。）

　①　市区町村選挙管理委員会の発行した立会人に係る選定通知の写し

　②　外部立会人から受領した謝金（報酬金）の領収書の写し

所 在 地
（〒　　　－　　　　）

※請求者は施設長（院長）＝不在者投票管理者となります。施設長（院長）を兼任しない理
事長名では請求できません。

電話番号

メール
アドレス

施設の名称
(正式名称)

施設長(院長)
職・氏名

職
名

※必ずいずれかを丸で囲ってください。
氏
名施設長・院長

振 込 先
銀行等名

銀　　行
信用金庫

支店
預金
種別

普通　・　当座　・　その他

口座名義人（カタカナ）
※通帳の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカタカナで記載のもの
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〔第４号様式〕（うすい水色の用紙　本文18ページ）

注意１　この請求書は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査で不在者投票を行った者すべて
     （名簿登録地が県外にある者を含む）について神奈川県選挙管理委員会（〒231-8588　横浜市中区

注意３　記載事項を訂正する際は施設長（院長）の印(施設名の印は不可)又は私印を使用若しくは署名し
      てください。

店 番 号

　　  口 座 番 号
(７桁未満の場合は右詰で記入し、
空欄を「０(ゼロ)」で埋めてくだ
さい。)

担 当 者
 所属

 氏名

◎ 注意２　この用紙はコピーして使用できます。

〔第３号様式〕（白色の用紙、本文８ページ）

請 求 書 （兼宣誓書）

私は、第 回衆議院議員総選挙・第 回最高裁判所裁判官国民審

査の当日、次のいずれかの不在者投票の理由に該当する見込みです。

なお、併せて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

〔理 由〕

・ 仕事、学業、その他の用務に従事

・ 用事、レジャー等のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在

・ 病気、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難

・ 住所移転のため、他の市区町村に居住

・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

上記は、真実であることを誓います。

令和６年 月 日

選挙管理委員会委員長 殿

現 住 所

及 び

電 話 番 号

（〒 － ）

（電話番号 － － ）

選 挙 人 名 簿

に 記 載 さ れ

て い る 住 所

フ リ ガ ナ

選 挙 人 氏 名

生 年 月 日

明 治

大 正

昭 和

平 成

年 月 日

投 票 用 紙 等

の 送 付 先

（上記の現住所と同じ場合については、記入不要です。）

（〒 － ）

不在者投票に

出向く予定の

市 区 町 村

（市・区・町・村名（施設で投票する場合は施設名）を記入してください。）

－事務処理欄－ ※こちらには記入しないでください。

投 票 区 名簿の表示

不在者投票事務処理票

（Ｂカード）への記載

選挙人記入

→名簿地市区町村選管
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〔第５号様式〕（うすい水色の用紙、本文 18 ページ） 
※名簿登録地ごとに用紙を分ける必要はありません 

◎注意２ この用紙はコピーして使用できます。 
- 28 - 

不在者投票者氏名等一覧 
 

番号 選挙人名簿に記載 
されている住所  

ふ り が な 
選挙人氏名 番号 選挙人名簿に記載 

されている住所  
ふ り が な 
選挙人氏名 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

◎注意１ 「番号」は通し番号で差し支えありません。 
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〔参考様式１〕（本文 ～ ページ）

令和６年 月 日

（施設の所在する市区町村選挙管理委員会） あて

（病 院・施 設 名）長 ○○ ○○

外部立会人の選定について（依頼）

当方においては、次のとおり、公職選挙法（昭和 年法律第 号）第

条第１項の規定に基づき、不在者投票を行う予定ですので、ついては、同条第

項の規定に基づく立会人の選定をお願いします。

１ 日 時 令和６年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分

２ 所 在 地

３ 施 設 名

施設担当者氏名 ○○ ○○

電話番号

メールアドレス又はファクシミリ番号

〔第５号様式〕（うすい水色の用紙、本文 18 ページ） 
※名簿登録地ごとに用紙を分ける必要はありません 

◎注意２ この用紙はコピーして使用できます。 
- 28 - 

不在者投票者氏名等一覧 
 

番号 選挙人名簿に記載 
されている住所  

ふ り が な 
選挙人氏名 番号 選挙人名簿に記載 

されている住所  
ふ り が な 
選挙人氏名 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

◎注意１ 「番号」は通し番号で差し支えありません。 
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〔参考様式２〕（本文 ～ ページ）

令和６年 月 日

立 会 人 選 任 書

（立会人の氏名）○○ ○○ 殿

（病院・施設の名称）

（院長・施設長の氏名） ○○ ○○

あなたを、次のとおり、令和６年 月 日執行 選挙につい

て、当院（当施設）における不在者投票の立会人に選任します。

なお、当日は立会開始時刻の 分前までに に、

おいでください。

また、立会いを承諾いただける場合は、立会人承諾書を当院長（当施設長）

あて御提出ください。

１ 立会日時 令和６年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分

２ 不在者投票の実施場所

（病院・施設の名称）

３ 謝金及び旅費支給予定額

円

施設担当者氏名 ○○ ○○

電話番号

メールアドレス又はファクシミリ番号

※１回当たりの従事時間が７時間以下の場合で、１時間未満の端数があるときは１時

間に切り上げ、７時間を超える場合は、１日 ８ ５時間分＝ 円 としてくださ

い。（詳細は事務処理要領 ページ以降）。また、時間ごとの額は報酬額早見表を参

照してください。

印鑑の携行など、立会人への

連絡事項があれば、適宜記載し

てください。
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〔参考様式３〕（本文 ～ ページ）

令和６年 月 日

立 会 人 承 諾 書

（病院長・施設長氏名）○○ ○○ 殿

（住 所）

（電話番号）

（立会人氏名） ○○ ○○

次のとおり、令和６年 月 日執行 選挙について、

貴院（貴施設）における不在者投票の立会人になるべきことを承諾します。

１ 立会日時 令和６年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分

２ 不在者投票の実施場所

○○（病院・施設名）

領 収 書

令和 年 月 日

（病院長・施設長氏名）○○ ○○ 殿

金 円

但し、不在者投票の立会に対する謝金として

上記正に領収いたしました。

外部立会人自署氏名

〔参考様式２〕（本文 ～ ページ）

令和６年 月 日

立 会 人 選 任 書

（立会人の氏名）○○ ○○ 殿

（病院・施設の名称）

（院長・施設長の氏名） ○○ ○○

あなたを、次のとおり、令和６年 月 日執行 選挙につい

て、当院（当施設）における不在者投票の立会人に選任します。

なお、当日は立会開始時刻の 分前までに に、

おいでください。

また、立会いを承諾いただける場合は、立会人承諾書を当院長（当施設長）

あて御提出ください。

１ 立会日時 令和６年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分

２ 不在者投票の実施場所

（病院・施設の名称）

３ 謝金及び旅費支給予定額

円

施設担当者氏名 ○○ ○○

電話番号

メールアドレス又はファクシミリ番号

※１回当たりの従事時間が７時間以下の場合で、１時間未満の端数があるときは１時

間に切り上げ、７時間を超える場合は、１日 ８ ５時間分＝ 円 としてくださ

い。（詳細は事務処理要領 ページ以降）。また、時間ごとの額は報酬額早見表を参

照してください。

印鑑の携行など、立会人への

連絡事項があれば、適宜記載し

てください。
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・ 依 頼 書 （ 白 色 ）

・ 不 在 者 投 票 者 氏 名 等 一 覧 （ う す い 水 色 ）

　 ・   ・   ・   ・

    〔参考〕  「指定病院等」における代理請求による不在者投票の処理方法

・ 投 票 用 紙 等 交 付 請 求 書 （ ク リ ー ム 色 ）

・ 不 在 者 投 票 事 務 処 理 票 （ Ｂ カ ー ド ） （ ク リ ー ム 色 ）

・ 経 費 請 求 書 （ う す い 水 色 ）

神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

投
票

不 在 者 投 票 管 理 者

①
諸

用
紙

の
送

付

記
載
後
、
投
票
用
紙
を
内
封
筒
に
封
入
後
、
さ
ら

に
外
封
筒
に
入
れ
封
を
す
る
。
外
封
筒
の
表
面
に
投

票
し
た

選
挙

人
が

署
名
す
る
（
点
字
投
票
の
場
合
は
、

内
封
筒
を
入
れ
る
前
に
外
封
筒
に
点
字
で
そ
の
氏
名

を
打
た
せ
る
。
）
。

・ 不 在 者 投 票

事 由 発 生

入 院 （ 入 所 ） 中

の 選 挙 人
（
受

領
）

選
挙

人
の

名
簿
地
の
選
管
ご
と

に
行

う
。投 票 用 紙 等

交 付 請 求 書

②
投
票
用
紙
等
請
求
依
頼

（
依

頼
書

に
よ

る
）

※
依

頼
書

は
施

設
保

管

不 在 者 投 票

事 務 処 理 票

（ Ｂ カ ー ド ）

１
人
に
つ
き

１
枚
作
成
す
る
。

⑤
立
会
人
を
選
任
し
、
不
在

者
投

票
を

行
わ

せ
る

。
⑥

投
票

済
投

票
の

受
領

一 覧 表

○
外
封
筒
の
裏
面
に

投
票
年
月
日
・
投
票
場
所
（
ゴ
ム
印
可
）

立
会
人
の
署
名
（

立
会

人
の

自
筆

）
不
在
者
投
票

管
理
者
の
職
名
及
び
氏
名

（
ゴ
ム
印
可
）
を
記
入
す
る
。

一
覧
表
に
記
載

さ
れ
て
い
る
選
挙
人

の
名
簿
番
号
等
と
同

一
の
外
封
筒
に
、
内

封
筒
、
投
票
用
紙
を

添
え

て
選

挙
人

に
渡

す
。

外 封 筒 送 致 用

封 筒

神 奈 川 県 知 事
市
区
町
村
選
管

の
送

付
状

等
か

不
在
者
投
票
者

氏
名
等
一
覧
で

も
可

一 覧 表

（ 写 し ）

不 在 者 投 票 管 理 者 控

送
致
用
封
筒
の
表
面
に

「
投

票
在
中

」
と
朱

書
き
。

裏
面
に
不
在
者
投
票
管
理

者
の

記
名
・

押
印

⑨ 支 払 ⑧ 経 費 請 求

（ 事 務 担 当 は 、 神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会 ）

一 覧 表

投 票 管 理 者

外 封 筒 等

（
送
致
）

投
票

用
紙

、
不

在
者

投
票

用
外

封
筒

・
内

封
筒

の
請

求
（
船
員
＝
選
挙
人
名
簿
登
録

証
明
書
提
示
）

④
名

簿
地

の
選

管
か

ら
不

在
者

投
票

管
理

者
あ

て
「

投
票

用
紙

等
」

が
送
ら
れ
て
く
る
。

⑦
名

簿
地

の
選

管
に

送
致

（
横

浜
・

川
崎

・
相
模
原
市
に
あ
っ
て

は
区
選
管
）

（ 受 理 ・ 不 受 理 の 決 定 ）

選 挙 人 の 名 簿 地

の 市 区 町 村 選 挙

管 理 委 員 会

◯
不
在
者
投
票
事
由
の
有
無
等
に
つ
い
て
の
審
査

◯
送
ら
れ
て
き
た
不
在
者
投
票
事
務
処
理
票
（
Ｂ
カ

ー
ド

）
を

編
集

し
、

不
在

者
投

票
で

き
る

選
挙

人
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
。

◯
投
票
用
紙
、
不
在
者
投
票

用
外
封
筒
・
内
封
筒
、
不

在
者
投
票
の
で
き
る
選
挙

人
の

一
覧

表
を

不
在

者
投

票
管
理
者
に
送
付
す
る
。

投
票
し
な
か
っ

た
選
挙
人
を
２

本
線
で
抹
消
す

る
。

（
受
付
）

点
検

点
検

（
受

理
）

受
領

）

（
受

理
）

（ 「 指 定 病 院 等 」 の 長 ）

コ
ピ

－

（ 受 領 ）

経 費

請 求 書

③
名
簿
地
の
選
管

あ
て

代
理

請
求

（
横
浜
・
川
崎
・

相
模
原
市
に
あ
っ

て
は
区
選
管
）
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１「指定病院等」における不在者投票の管理に関する質疑応答集

（凡例）法･･･公職選挙法、令･･･公職選挙法施行令

回　　答
関係
規定

１ 不在者投票の
事由に該当す
る旨の宣誓書

１ 　「指定病院等」に入院(入
所)中の人が、投票用紙等（投
票用紙及び不在者投票用封筒
のことをいう。以下同じ。）
の請求を「指定病院等」の長
に依頼（代理請求の依頼）し
た場合も不在者投票の事由に
該当する旨の宣誓書を提出し
なければならないか。

　代理請求の場合は必要あり
ません。

令52条

２ 投票用紙等の
請求

２－１ 　不在者投票のための投票用
紙等の請求は、選挙の期日の
公示の日前においても行うこ
とができるとされているの
で、今回の選挙について直ち
に請求してもよいか。

　差し支えありません。
　ただし、選挙人が船員の場
合であって、総務省令で指定
する選挙管理委員会の委員長
に対し請求する場合は、公示
日前には請求できません。
　なお、投票用紙等の交付
は、選挙期日の公示日（10月
15日）の翌日以後において行
われます。

令50条
令51条
令53条

２－２ 　病院に入院中の人の付き添
いをしている人について、指
定病院の院長が代理請求をす
ることができるか。
　また、その人は指定病院内
で不在者投票ができるか。

　前段、後段ともにできま
せん。
　なお、この人については、
名簿登録地の選管で期日前投
票を行うか、現に滞在してい
る地の選管で不在者投票を行
うことになります。

２－３ 　選挙期日が迫ってから入院
患者から投票用紙等の代理請
求の依頼があり、速達郵便で
も間に合わないときは自動
車、電車等を利用しても代理
請求を行わなければならない
か。

　代理請求を断わることはで
きませんが、郵便等によるか
直接によるかは、不在者投票
管理者の自由です。できれば
不在者投票が可能となるよう
配慮してください。

２－４ 　入院患者から今日投票用紙
等の代理請求をしてほしい旨
依頼があったが、郵便等では
時間的に間に合わないため、
本人の家族の者に院長の補助
者として選管に請求に行かせ
てよいか｡

　院長の管理権の及ぶ人（補
助者）と認められれば差し支
えありません。
　なお、その際、院長名を
もって家族の者に院長の補助
者として請求させる旨の文書
を携帯させるよう配慮してく
ださい。

２－５ 　投票用紙等の代理請求の際
に、選挙人から徴する依頼書
は、選管に送致するのか、そ
れとも手元に保管するのか。
　また、その保管すべき期間
はどのくらいか。

　前段
　不在者投票管理者において
保管してください。
　後段
　次の期間のうち、いずれか
長い方の期間保管してくださ
い。

法204条
法208条

質　疑　事　項項　　目

Ⅳ　資　　料
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回　　答
関係
規定

質　疑　事　項項　　目

①選挙の効力に関する訴訟及
び当選の効力に関する訴訟
の提起期間（当選人決定の
告示日から少なくとも30日
間（11月29日まで））

②不在者投票経費の請求の手
続が完了する日までの間。
なお、訴訟が提起された場
合は、県選管の指示する期
間保管してください。

２－６ 　選挙人の住所地が異動に
なったことが判明した場合、
前住所地と現住所地のどちら
に選挙権があるのか、どのよ
うに確認すればよいか。

　選挙の種類や時期により、
結果が異なりますので、関係
する市区町村選挙管理委員会
に個別に照会してください。

２－７ 　政令指定都市の選挙人に係
る投票用紙等の請求は市の選
管へするのか、区の選管へす
るのか。

　区の選管へ請求してくださ
い。

３ 選挙公報 ３ 　選挙公報は、「指定病院
等」にも配付されるか。

　県選管から、「指定病院
等」あて送付する予定です
が、作製に日時を要するた
め、到着まで時間がかかる
場合があります。

法170条

４ 候補者氏名掲
示

４ 　入院患者から候補者氏名一
覧を掲示してほしいという要
望が強く、掲示の必要性を痛
感しているが、選管で配付す
る予定はないか。

　県選管から候補者氏名一覧
が掲載された県公報を「指定
病院等」へ送付します。
　また、市区町村選挙管理委
員会が、個別に送付すること
は差し支えない取り扱いとし
ています。
　ただし、送付された候補者
氏名一覧を掲示することは差
し控えてください。

法175条
令125条
の４

５ 選挙人への便
宜及び立候補
届出期間

５ 　選挙人への便宜のため、立
候補状況がわかる新聞を投票
記載台近くの適当な場所に、
不在者投票管理者が置いてお
くことはどうか。

　選挙人の便宜を図るうえか
ら止むを得ません。
　なお、立候補の届出の締切
り日は選挙期日の公示の日
（10月15日）であるので念の
ため。

法86条
法86条の
２

６ 不在者投票を
する期間

６ 　投票用紙等を交付された場
合、直ちに選挙人に渡すこと
なく、期日をあらかじめ定め
てする投票日まで、不在者投
票管理者が保管することはど
うか。

①不在者投票をする期日を定
めることについては差し支
えありませんが、その特定
の日以外に投票したい旨の
申出があった場合にこれを
拒否することはできませ
ん。

令58条

②不在者投票管理者が保管す
ることについては、選挙人
における保管が困難である
と判断される場合、選挙人
の了解を得て、保管するの
であれば差し支えありませ
ん。
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回　　答
関係
規定

質　疑　事　項項　　目

７ 不在者投票の
方法

７－１ 　投票の記載をする筆記用
具には、定めがあるか。

　特にありませんが、赤鉛筆
の使用はできるだけ避けてく
ださい。

令58条

７－２ 選挙人が投票記載所に候補者
氏名一覧や候補者の氏名を記
したメモを自ら持ち込み、見
ながら投票用紙に記入しても
よいか。

　差し支えありませんが、他
の選挙人に見せるようにして
はなりません。

令58条

７－３ 　投票記載所の数には、制限
があるのか。

　ありません。 令58条

７－４ 　「指定病院等」に入院(入
所）中の伝染病患者及び精神
病患者で必ずしも歩行不可能
ではない人を、一般投票のた
めに外出させることは適当で
ないので、「指定病院等」内
で不在者投票をさせて差し支
えないか。

　歩行困難な人とみなして不
在者投票をさせて差し支えあ
りません。

法49条

７－５   選挙人が不在者投票を行う
時点で、その者が選挙期日の
当日に入院中又は入所中の見
込みであれば、投票をさせて
よいか。また、通所について
はどうか。

  前段
　差し支えありません。ただ
し、選挙期日までに退院又は
退所することが明らかな場合
は投票できませんので御注意
ください。
　後段
　通所者は投票できません。

７－６ 　Ａ（指定）病院に入院中に
投票用紙等の交付を受けた人
が、その後Ｂ（指定）病院に
移った場合に、Ｂ病院内で不
在者投票をさせることができ
るか。

　不在者投票をさせることは
できません。ただし、選挙人
が、自ら投票用紙等の交付を
請求した場合に限ってできま
す。
　なお、その人が自分の投票
区の区域外の病院（Ａ）に入
院中であることを理由に投票
用紙等の交付を受けており、
新たに移った病院（Ｂ）が、
その者の投票区の区域内にあ
るときは、原則不在者投票は
できませんが、天災・悪天候
により外出困難である場合な
どは不在者投票事由に該当す
るので、区域内であっても、
不在者投票を行うことができ
ます。

令50条

７－７ 　選挙人の依頼に応じ、投票
用紙等の代理請求をし、それ
らを受理したが、その前に選
挙人が退院（退所）した場合
の処置について。

　経緯を詳細に書いて、投票
用紙等を至急交付した選管に
返送してください。
　なお、当該選挙人に対して
は不在者投票理由が消滅した
ため投票用紙等を選管に返送
した旨及び投票当日投票所に
行けば投票できる旨を連絡し
てください。

令64条
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回　　答
関係
規定

質　疑　事　項項　　目

７－８   選挙人から請求依頼があり
投票用紙等を選管からとりよ
せたところ、本人が人事不省
に陥り、不在者投票ができな
くなった場合、不在者投票管
理者としてどう処置したらよ
いか。

　投票日の前日まで不在者投
票管理者においてこれを保管
してください。不在者投票が
できず、その後選挙の投票日
当日選挙人が当日投票に行け
る状態になれば、投票所で当
該投票用紙等と引き換えに投
票できるのでその時交付して
ください。
　なお、当日投票もできな
かった時は投票時間経過後理
由を付して選管に返送してく
ださい。

令64条

７－９ 　自書能力もなく口もきけな
い人が候補者の一覧表をのせ
た新聞を持ってきて、自分が
投票したい人の氏名を指示す
る方法で不在者投票の代理投
票ができるか。

　選挙人の意思が確認できる
限り差し支えありません。

令58条

７－10 　投票箱の設置についての定
めはあるか。

　ありません。
　投票箱の設置は特に義務づ
けていませんが、一定の適当
な箱(例えば、手さげ金庫)に
一時保管してください。

７－11 　投票立会人は、不在者投票
の期間の中途で変更して差し
支えないか。

　差し支えありません。 令58条

７－12 　ベッドで投票することにな
る場合、投票台についても
べッドで記載できるよう足を
短くするなど改良して使用し
たいがどうか。

　差し支えありません。要は
投票の秘密が守られるよう配
慮されればいいです。

令58条

７－13 　代理投票を行わせる場合
に、代理投票の補助者の氏名
を病院内の記録にとどめる必
要があるか。

　法令上何ら定めがないので
その必要はありませんが、任
意に行うことは差し支えあり
ません。
  しかし、代理投票の仮投票
においては、補助者の氏名を
不在者投票用外封筒の表面に
記載することとなりますので
念のため。

７－14 　不在者投票用外封筒にする
不在者投票管理者の記名と立
会人の署名について、「記
名」と「署名」との相違はど
こか。

　「記名」は本人以外の者が
記載してもよいですが、「署
名」は本人が自書しなければ
なりません。したがって、
「記名」の場合はゴム印など
も使用できますが､「署名」の
場合は、使用できません。

令60条

７－15 　病院長名で投票用紙の代理
請求をした後病院長に事故が
あり、その後引き続いて院長
代理（副院長）が院長事務を
行っているが、この場合、不
在者投票管理者の氏名は院長
代理でよいか。

　院長代理何某と記載してく
ださい。

令60条
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回　　答
関係
規定

質　疑　事　項項　　目

７－16 　不在者投票管理者は、必ず
投票記載場所に立会人ととも
にいなくてはならないか。

　不在者投票管理者の管理権
が及ぶなら、必ずしも投票記
載場所にいる必要はありませ
ん。ただし、不在者投票管理
者の事務補助者と立会人の最
低２人、代理投票の場合はさ
らに補助者が２人の計４人が
いなければなりません。

令58条

８ 投票の送致 ８ 　投票用紙等の送致の際に、
送致用封筒の表面に記載する
「投票在中」という文言は朱
書きによるか。

　法令上の定めはありません
が朱書きにしてください。

令60条

９ 経費の請求 ９－１ 　投票用紙等を代理請求した
場合と本人が請求した場合と
では、経費の支払額に相違が
あるか。

　いずれも同額で1,073円で
す。

９－２ 　１人の選挙人が３つの投票
（衆議院小選挙区選出議員選
挙、衆議院比例代表選出議員
選挙及び最高裁判所裁判官国
民審査）の不在者投票をした
場合と、１つの投票について
のみ不在者投票をした場合と
で経費の支払額に相違はある
か。

　いずれも同額で1,073円で
す。

９－３ 　神奈川県以外の他都道府県
の人が神奈川県内で行った不
在者投票の経費は、その人の
名簿登録地の属する都道府県
に請求すべきか。

　神奈川県選挙管理委員会あ
てに請求してください。

９－４ 　経費の請求は、投票用紙等
の交付数又は投票数のいずれ
で算出すべきか。

　投票数で算出してくださ
い。
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回　　答
関係
規定

質　疑　事　項項　　目

その他 10－１ 　投票当日の投票管理者にお
いて不受理と決定される投票
というのは、どういうもの
か。

　主に次のようなものです。 令63条

①不在者投票用外封筒に選挙
　人の署名がない投票
②不在者投票用外封筒に選挙
　人の署名に代えてゴム印で
　記名した投票
③不在者投票用外封筒に投票
　した年月のみで日の記載の
　ない投票
④不在者投票用外封筒に投票
　場所の記載が不十分な投票
⑤不在者投票用外封筒の封が
　破られている投票
⑥正規の不在者投票用外封筒
　を用いない投票
⑦不在者投票用外封筒に立会
　人の署名がない投票
⑧不在者投票用外封筒に立会
　人の署名に代えてゴム印で
　記名した投票

10－２   選挙期間中に不在者投票管
理者が変更となった場合、選
挙管理委員会に報告する必要
があるか。

　報告の必要はありません。
　なお、施設の名称や所在地
が変更となった場合には、市
区町村選挙管理委員会にその
旨を速やかに連絡してくださ
い。
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２ 平成 年９月 日付け各不在者投票指定施設の施設長あて通知

選 管 第 号

平成 年９月 日

各不在者投票指定施設

施 設 長 殿

神奈川県選挙管理委員会書記長

不在者投票指定施設における事務処理について（お願い）

貴職におかれましては不在者投票管理者として、日ごろより選挙事務の執行に御協力を

いただきお礼申し上げます。

さて、本県における不在者投票に関しましては、昨年の参議院選挙において全投票数の

約１割を不在者投票が占めるなど選挙人の関心も高くなり、また、投票参加の点からも重

要な役割を果たしておりますが、別紙の例のように他県の不在者投票指定施設において、

不在者投票事務が適切に行われていなかったため、当該選挙が無効になり再選挙となると

いう事例も起きているところです。

つきましては、日常業務多忙の折、大変恐縮ですが、不在者投票事務の適切な執行に当

たり、特に御留意いただきたい点を次のとおりまとめましたので御確認いただきますよう

お願いいたします。

１ 不在者投票に当たり、選挙人に代わって投票用紙を選挙管理委員会に請求される場

合には、依頼書の提出を求めるなど、選挙人の意思を十分確認していただくようお願い

します。

２ 施設内に投票の記載場所を設けるに当たっては、投票の秘密保持等の観点から、相当

の設備により、選挙人の投票の秘密が守られるよう一層の配慮をお願いします。また、

選挙人の病状によりベッドの上で不在者投票を行うことは認められておりますが、これ

は、選挙人が重病人等歩行困難な場合に認められる例外的な投票方法ですので御注意願

います。

３ 指定施設における不在者投票の事務の管理執行に当たって、選挙の自由公正の確保、

投票の秘密保持を図り、選挙人の投票に干渉したり、施設関係者が業務上の地位を利用

し、入院患者（入所者）に対して選挙運動を行うといったことのないよう、適切な執行

に十分御配慮いただきますようお願いいたします。
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（別 紙） 
 

 秋田県北秋田郡阿仁町 
   町内の老人ホームで、入所者の投票意思を確認せずに投票用紙を代理請求し、

このうち、寝たきり入所者については、誰に投票するかを入所者の家族に尋ねて

代理投票をしたという違法行為があった。 
   当該選挙の結果が僅差であったため、選挙結果に異動を及ぼす虞があると判断

され、当該選挙は無効となり再選挙が行われた。 
 

 富山県下新川郡入善町 
   町内の老人ホームで、入所者の投票意思を確認せずに全員分の投票用紙を代理

請求し、全員が不在者投票を行った。 
 代理投票を行った選挙人のうち十数名の選挙人については、自らの意思を補助

者等に伝えられる心身状態でなく、代理投票が適正に行われていたとは認められ

なかった。 
   当該選挙の結果が僅差であったため、選挙結果に異動を及ぼす虞があると判断

され、当該選挙は無効となり再選挙が行われた。 
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３ 不在者投票チェックリスト（指定施設） 

 
 
 
 
 

１ 不在者投票管理者等は、それぞれの職務についてこのチェ 
ックリストを使って確認し、チェックリストは選挙後も保管 
してください。 

 
２ 選挙の際は、不在者投票立会人及び代理投票補助者並びに 
必要により不在者投票管理事務補助執行者を選任してくださ 
い。 

 
３ 不在者投票管理者は、不在者投票の前に、不在者投票立会 
人など不在者投票事務従事者へそれぞれの職務について説明 
を行い、打合せ、リハ－サル等を行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 

大大切切なな一一票票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県選挙管理委員会

 

                                                                     
（別 紙） 
 

 秋田県北秋田郡阿仁町 
   町内の老人ホームで、入所者の投票意思を確認せずに投票用紙を代理請求し、

このうち、寝たきり入所者については、誰に投票するかを入所者の家族に尋ねて

代理投票をしたという違法行為があった。 
   当該選挙の結果が僅差であったため、選挙結果に異動を及ぼす虞があると判断

され、当該選挙は無効となり再選挙が行われた。 
 

 富山県下新川郡入善町 
   町内の老人ホームで、入所者の投票意思を確認せずに全員分の投票用紙を代理

請求し、全員が不在者投票を行った。 
 代理投票を行った選挙人のうち十数名の選挙人については、自らの意思を補助

者等に伝えられる心身状態でなく、代理投票が適正に行われていたとは認められ

なかった。 
   当該選挙の結果が僅差であったため、選挙結果に異動を及ぼす虞があると判断

され、当該選挙は無効となり再選挙が行われた。 
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指指定定施施設設ににおおけけるる不不在在者者投投票票事事務務のの流流れれ

    
 
                ・ 不在事由発生

                ・ 請求依頼（文書による）

        

                 
                ・ 代理請求（文書による）

              ・ 請求受付

・ 選挙人名簿（抄本）との照合

・ 投票用紙等の交付決定

・ 投票用紙等の交付

・ 選挙人名簿（抄本）の整理

      ・ 投票用紙等の受領

                  ・ 選挙人への交付

                ・ 投票立会人選任

                ・ 投票

                  ・ 投票等の受領

                  ・ 不在者投票管理者の記名

                  ・ 投票立会人の署名

                  ・ 送付

                  ・ 投票用紙等の受領

                  ・ 選挙人の属する投票区 又は指定投票区 の

                    投票管理者に送致

                  ・ 整理保管

①① 選 挙 人（ 入 院 ・ 入 所 中 ）

③ 名 簿 登 録 地 市 区 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会

⑤ 選 挙 人（ 入 院 ・ 入 所 中 ）

⑦ 名 簿 登 録 地 市 区 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会

④ 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）

⑥ 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）

②② 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）    
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     指定施設における不在者投票事務従事者 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 不在者投票管理者は、代理投票補助者の事務に従事してはならない。 
 

  

（注） 不在者投票立会人は、不在者投票管理者（不在者投票管理事務補助執行  
者）及び代理投票補助者の事務に従事してはならない。 

 ◎ 不在者投票管理者    チェックリストⅠ  
   不在者投票事務全般を管理執行  
   ・ 不在者投票手続のすべてについて最終的な決定  
 ・ 不在者投票事務従事者を指揮監督  
   ・ 投票立会人を選任  
   ・ 代理投票の申請があった場合は、代理投票の要件に該当するか否  

かを確認の上、投票立会人の意見を聴き代理投票補助者（２人）を  
選任 

 
 ○ 不在者投票管理事務補助執行者（※必要な場合） 
   「不在者投票管理者」の指示のもとで次の事務に従事 

・ 市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒を交付請求 
・ 投票用紙及び投票用封筒を点検の上、選挙人に交付 
・ 秘密保持、不正防止のための不在者投票記載場所の設置 
・ 投票済の不在者投票を市区町村選挙管理委員会へ送致 

 
 

  ○ 代理投票補助者（２人）（※代理投票が必要な場合）  
 

○ 代理投票補助者（Ａ）  チェックリストⅡ 
・ 心身の故障その他の事情により候補者の氏名を自ら 
書くことができない選挙人のために、選挙人の指示す 
る候補者等を投票用紙に記載 
・ 投票用紙を内封筒と外封筒に入れて封かん  
・ 封筒表面の「投票者氏名」欄に選挙人の氏名 
を記載 

 
○ 代理投票補助者（Ｂ）    チェックリストⅡ 

・  選挙人の指示どおり代理投票補助者（Ａ）が 
記載したかどうかを確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◎ 不在者投票立会人 ※選挙権のある者で１人以上    チェックリストⅢ 
 選挙が自由かつ公正に行われるように不在者投票事務の管理執行を  

監視 
   ・ 投票用紙の点検から送致のための受理に至る全手続に立会い  
 

 

指指定定施施設設ににおおけけるる不不在在者者投投票票事事務務のの流流れれ

    
 
                ・ 不在事由発生

                ・ 請求依頼（文書による）

        

                 
                ・ 代理請求（文書による）

              ・ 請求受付

・ 選挙人名簿（抄本）との照合

・ 投票用紙等の交付決定

・ 投票用紙等の交付

・ 選挙人名簿（抄本）の整理

      ・ 投票用紙等の受領

                  ・ 選挙人への交付

                ・ 投票立会人選任

                ・ 投票

                  ・ 投票等の受領

                  ・ 不在者投票管理者の記名

                  ・ 投票立会人の署名

                  ・ 送付

                  ・ 投票用紙等の受領

                  ・ 選挙人の属する投票区 又は指定投票区 の

                    投票管理者に送致

                  ・ 整理保管

①① 選 挙 人（ 入 院 ・ 入 所 中 ）

③ 名 簿 登 録 地 市 区 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会

⑤ 選 挙 人（ 入 院 ・ 入 所 中 ）

⑦ 名 簿 登 録 地 市 区 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会

④ 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）

⑥ 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）

②② 代 理 請 求 人（ 不 在 者 投 票 管 理 者 ）    
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不不在在者者投投票票チチェェッッククリリスストトⅠⅠ （（不不在在者者投投票票管管理理者者用用））

不在者投票管理者 氏名〔 〕

不在者投票管理事務補助執行者 氏名〔 〕

事 項 確認日 項 目

１ 不在者投票管

理者

① 不在者投票管理者としての資格はあるか。

（指定病院の長、指定老人ホームの長、指定身体障害者

支援施設及び指定保護施設の長）

２ 事務従事者の

選任等
① 不在者投票立会人を選任したか〔必須〕。

② 不在者投票立会人の意見を聴いて、代理投票補助者を

選任したか〔代理投票が必要な場合は必須〕。

③ 不在者投票管理事務補助執行者を選任したか〔不在者

投票管理者の事務を補助させる場合は必須〕。

３ 事務従事者へ

の職務の説明等
① 不在者投票立会人など不在者投票事務従事者へそれ

ぞれの職務を説明したか。

② 不在者投票立会人など不在者投票事務従事者がそろ

って打ち合せやリハーサルを行ったか。

４ 入所者からの

投票の申立ての

受付等

① 投票の申立てを行った入所者は、資格のある選挙人

か。

② 入所者が投票の申立てを行った旨の書類（依頼書）は

提出させたか。

５ 記載場所の設

備等 ① 記載台は記載が他人から見えないように設けたか。

② 不在者投票管理者と不在者投票立会人の位置は、記載

場所が見通せるような場所か。

③ 記載場所に候補者等の氏名やポスター等を掲示して

いないか（掲示がある場合は撤去すること）。

④ 候補者名等がわかる資料（候補者等を公平に取り扱っ

ているもの）を準備したか（選挙人から問われた場合に

のみ提示すること）。
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事 項 確認日 項 目

６ 投票手続 ① 本人確認を行って投票用紙を交付したか。

② 重病人等歩行困難な選挙人を除き、所定の投票記載場

所で記載させたか。

③ 代理投票 代理記載 の場合を除き、選挙人が投票用紙

を内封筒と外封筒に入れ、外封筒表面に署名したことを

確認したか。

④ 外封筒に、投票年月日と投票場所を記載し、かつ、不

在者投票管理者名を記したか（ゴム印可）。

代理投票

代理記載
① 対象者は代理投票の事由（自分で候補者の氏名等を書

くことができない）に該当する選挙人であるかを確認し、

不在者投票立会人の意見を聴いたか。

ベッドにお

ける投票
① 対象者は重病人等歩行困難な選挙人であるかを確認

したか。

② 投票の秘密保持に十分配慮したか。

③ 室内に候補者等の氏名やポスター等を掲示していな

いか（掲示している場合は撤去すること）。

７ 不在者投票の

送致
① 外封筒を適当な他の封筒に入れ、封をし、その表面に

投票が在中する旨を明記し、裏面に記名押印したか。

② 直ちにその封筒を名簿登録地の市区町村選挙管理委

員会に直接持っていくか、又は郵便等をもって送付した

か。

８ 選挙運動の禁

止
① 不在者投票に関し、不在者投票管理者の業務上の地位

を利用して選挙運動を行わなかったか。

 
 
 
 

 

不不在在者者投投票票チチェェッッククリリスストトⅠⅠ （（不不在在者者投投票票管管理理者者用用））

不在者投票管理者 氏名〔 〕

不在者投票管理事務補助執行者 氏名〔 〕

事 項 確認日 項 目

１ 不在者投票管

理者

① 不在者投票管理者としての資格はあるか。

（指定病院の長、指定老人ホームの長、指定身体障害者

支援施設及び指定保護施設の長）

２ 事務従事者の

選任等
① 不在者投票立会人を選任したか〔必須〕。

② 不在者投票立会人の意見を聴いて、代理投票補助者を

選任したか〔代理投票が必要な場合は必須〕。

③ 不在者投票管理事務補助執行者を選任したか〔不在者

投票管理者の事務を補助させる場合は必須〕。

３ 事務従事者へ

の職務の説明等
① 不在者投票立会人など不在者投票事務従事者へそれ

ぞれの職務を説明したか。

② 不在者投票立会人など不在者投票事務従事者がそろ

って打ち合せやリハーサルを行ったか。

４ 入所者からの

投票の申立ての

受付等

① 投票の申立てを行った入所者は、資格のある選挙人

か。

② 入所者が投票の申立てを行った旨の書類（依頼書）は

提出させたか。

５ 記載場所の設

備等 ① 記載台は記載が他人から見えないように設けたか。

② 不在者投票管理者と不在者投票立会人の位置は、記載

場所が見通せるような場所か。

③ 記載場所に候補者等の氏名やポスター等を掲示して

いないか（掲示がある場合は撤去すること）。

④ 候補者名等がわかる資料（候補者等を公平に取り扱っ

ているもの）を準備したか（選挙人から問われた場合に

のみ提示すること）。
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不不在在者者投投票票チチェェッッククリリスストトⅡⅡ （（代代理理投投票票補補助助者者用用））

代理投票記入補助者 氏名〔 〕
代理投票立会補助者 氏名〔 〕

事 項 確認日 項 目

１ 選任等 ① 不在者投票管理者から「代理投票補助者」の職務に
ついて説明を受けたか。

② 不在者投票について関係者で打合わせ（リハーサル）
を行ったか。

２ 代理投票 ① 選挙人は、心身の故障その他の事情により自書でき
ない者だったか。

② 代理投票補助者２人のうち、１人が立ち会い、他の
１人が選挙人の指示する候補者名等を投票用紙に記載
したか。

③ 記載した投票用紙を選挙人に確認させ、内封筒及び
外封筒に入れて封をしたか。

④ 外封筒表面の「投票者氏名」欄に選挙人の氏名を記
載したか（ゴム印は使用不可）。

⑤ 「不在者投票立会人」の職務と「代理投票補助者」
の職務を兼ねなかったか。
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不不在在者者投投票票チチェェッッククリリスストトⅢⅢ （（不不在在者者投投票票立立会会人人用用））

不在者投票立会人 氏名〔 〕

事 項 確認日 項 目

１ 選任等 ① 不在者投票管理者から立会人に選任され、職務の

説明を受けたか。

② 立会人としての資格はあるか（選挙権を有するこ

とが要件）。

③ 不在者投票事務従事者がそろって打ち合せやリハ

ーサルを行ったか。

④ 「不在者投票立会人」の職務と他の職務を兼ねな

かったか。

２ 記載場所の設備等 ① 記載台は投票の秘密が守られるようになっている

か。

② 立会人の位置は、記載場所が見通せるような場所

か。

③ 記載場所に候補者等の氏名等やポスター等を掲示

していないか。

④ 候補者名等を選挙人から問われた場合に、不在者

投票管理者は適切に対応したか。

３ 投票手続 ① 重病人等歩行困難な選挙人を除き、所定の投票記

載場所で記載させたか。

② 外封筒の「立会人氏名」欄に署名したか。

代理投票

代理記載

① 対象者が代理投票の事由（自分で候補者の氏名等

を書くことができない）に該当する選挙人であるか

について、不在者投票管理者から意見を聴かれたか。

ベッドにおける

投票

① 対象者は重病人等歩行困難な選挙人であるかを確

認したか。

② 投票の秘密保持に十分配慮したか。

③ 室内に候補者等の氏名やポスター等を掲示してい

ないか（掲示している場合は撤去しなければならな

い）。

 

 

不不在在者者投投票票チチェェッッククリリスストトⅡⅡ （（代代理理投投票票補補助助者者用用））

代理投票記入補助者 氏名〔 〕
代理投票立会補助者 氏名〔 〕

事 項 確認日 項 目

１ 選任等 ① 不在者投票管理者から「代理投票補助者」の職務に
ついて説明を受けたか。

② 不在者投票について関係者で打合わせ（リハーサル）
を行ったか。

２ 代理投票 ① 選挙人は、心身の故障その他の事情により自書でき
ない者だったか。

② 代理投票補助者２人のうち、１人が立ち会い、他の
１人が選挙人の指示する候補者名等を投票用紙に記載
したか。

③ 記載した投票用紙を選挙人に確認させ、内封筒及び
外封筒に入れて封をしたか。

④ 外封筒表面の「投票者氏名」欄に選挙人の氏名を記
載したか（ゴム印は使用不可）。

⑤ 「不在者投票立会人」の職務と「代理投票補助者」
の職務を兼ねなかったか。
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選挙管理委員会

横浜市中区日本大通１　〒 231-8588　電話 (045)210-3179（直通）




